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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月1日(2010.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体の導管または腔の中で使用するエネルギー送達装置であって、
　近位端を伴う近位部分と、遠位端を伴う遠位部分とを有する細長本体と、
　該細長本体の該遠位端に配置されるエネルギー送達要素と、
　該細長本体の該遠位部分上に配置される複数の視覚指標と
　を備え、
　該視覚指標は、身体の導管または腔の中に所定の軸方向治療を提供するように、所定の
間隔距離で分離される、装置。
【請求項２】
　前記所定の軸方向治療は、前記エネルギー送達要素による前記身体の導管または腔につ
いての連続的な、重複的な、断続的な、またはそれらの組み合わせの治療を備える、請求
項１に記載のエネルギー送達装置。
【請求項３】
　前記エネルギー送達要素は、電極を備え、前記所定の間隔距離は、活性電極の長さを備
える、請求項１に記載のエネルギー送達装置。
【請求項４】
　前記所定の間隔は、約３ｍｍ乃至約３０ｍｍの範囲の距離を備える、請求項１に記載の
エネルギー送達装置。
【請求項５】
　前記所定の間隔は、約５ｍｍの距離を備える、請求項１に記載のエネルギー送達装置。
【請求項６】
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　前記複数の視覚指標は、２つの円形のバンドまたはリングを備える、請求項１に記載の
エネルギー送達装置。
【請求項７】
　前記複数の視覚指標は、４つの円形のバンドまたはリングを備える、請求項１に記載の
エネルギー送達装置。
【請求項８】
　前記複数の視覚指標は、２つの同一のマーカを備える、請求項１に記載のエネルギー送
達装置。
【請求項９】
　前記複数の視覚指標は、異なる色または一様でない構成を有する２つのマーカを備える
、請求項１に記載のエネルギー送達装置。
【請求項１０】
　前記細長本体は、管状のシースまたはシャフトを備える、請求項１に記載のエネルギー
送達装置。
【請求項１１】
　前記細長本体の前記近位部分上に配置される近位マーカをさらに備える、請求項１に記
載のエネルギー送達装置。
【請求項１２】
　喘息を治療するために、肺気道の中で使用する無線周波数エネルギー送達装置であって
、
　近位端を伴う近位部分と、遠位端を伴う遠位部分とを有する細長本体と、
　該細長本体の該遠位端に配置される無線周波数電極と、
　該細長本体の該遠位部分上に配置される複数の視覚指標であって、該視覚指標は、喘息
を治療するために、肺気道の中に所定の軸方向治療を提供するように、所定の間隔距離で
分離される、複数の視覚指標と
　を備える、装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）
　身体の導管または腔の中で使用するエネルギー送達装置であって、
　近位端を伴う近位部分と、遠位端を伴う遠位部分とを有する細長本体と、
　該細長本体の該遠位端に配置されるエネルギー送達要素と、
　該細長本体の該遠位部分上に配置される複数の視覚指標と
　を備え、
　該視覚指標は、身体の導管または腔の中に所定の軸方向治療を提供するように、所定の
間隔距離で分離される、装置。
（項目２）
　上記所定の軸方向治療は、上記エネルギー送達要素による上記身体の導管または腔につ
いての連続的な、重複的な、断続的な、またはそれらの組み合わせの治療を備える、項目
１に記載のエネルギー送達装置。
（項目３）
　上記エネルギー送達要素は、電極を備え、上記所定の間隔距離は、活性電極の長さを備
える、項目１に記載のエネルギー送達装置。
（項目４）
　上記所定の間隔は、約３ｍｍ乃至約３０ｍｍの範囲の距離を備える、項目１に記載のエ
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ネルギー送達装置。
（項目５）
　上記所定の間隔は、約５ｍｍの距離を備える、項目１に記載のエネルギー送達装置。
（項目６）
　上記複数の視覚指標は、２つの円形のバンドまたはリングを備える、項目１に記載のエ
ネルギー送達装置。
（項目７）
　上記複数の視覚指標は、４つの円形のバンドまたはリングを備える、項目１に記載のエ
ネルギー送達装置。
（項目８）
　上記複数の視覚指標は、２つの同一のマーカを備える、項目１に記載のエネルギー送達
装置。
（項目９）
　上記複数の視覚指標は、異なる色または一様でない構成を有する２つのマーカを備える
、項目１に記載のエネルギー送達装置。
（項目１０）
　上記細長本体は、管状のシースまたはシャフトを備える、項目１に記載のエネルギー送
達装置。
（項目１１）
　上記細長本体の上記近位部分上に配置される近位マーカをさらに備える、項目１に記載
のエネルギー送達装置。
（項目１２）
　喘息を治療するために、肺気道の中で使用する無線周波数エネルギー送達装置であって
、
　近位端を伴う近位部分と、遠位端を伴う遠位部分とを有する細長本体と、
　該細長本体の該遠位端に配置される無線周波数電極と、
　該細長本体の該遠位部分上に配置される複数の視覚指標であって、該視覚指標は、喘息
を治療するために、肺気道の中に所定の軸方向治療を提供するように、所定の間隔距離で
分離される、複数の視覚指標と
　を備える、装置。
（項目１３）
　肺気道の中でエネルギーを送達する方法であって、
　視覚化要素を有するアクセス装置を肺気道の中に配置することと、
　該アクセス装置の中でエネルギー送達装置を前進させることであって、該エネルギー送
達装置の遠位部分上と、該エネルギー送達装置の遠位端上に配置されるエネルギー素子送
達要素の近位とに配置される視覚指標が、該視覚化要素によって確認されるように、該ア
クセス装置の外側に配置されることにより、肺気道の中での所定の軸方向治療に、該アク
セス装置に関連して該エネルギー送達要素を提供する、ことと
　を包含する、方法。
（項目１４）
　上記所定の軸方向治療は、上記エネルギー送達要素による肺気道の連続的な、重複的な
、断続的な、またはそれらの組み合わせの治療を含む、項目１３に記載の方法。
（項目１５）
　上記所定の軸方向治療は、少なくとも１０ｍｍの長さの肺気道の連続的な治療を含む、
項目１３に記載の方法。
（項目１６）
　上記視覚化要素によって確認されるように、上記エネルギー送達装置の上記遠位部分上
に配置される最後の視覚指標を上記アクセス装置の外側に配置することをさらに包含する
、項目１３に記載の方法。
（項目１７）
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　エネルギー送達要素を上記アクセス装置の外側および肺気道の中において展開および活
性化することをさらに包含する、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
　上記エネルギー送達装置の上記遠位部分上に配置される次の視覚指標が、上記視覚化要
素によって確認されるまで、上記アクセス装置に対して、該エネルギー送達要素を後退さ
せること、および該エネルギー送達装置を近位方向に引張ることをさらに包含する、項目
１７に記載の方法。
（項目１９）
　上記アクセス装置に関連して、肺気道の中で上記所定の軸方向治療を提供するように、
展開すること、活性化すること、後退させること、および近位に引張ることのステップを
繰り返すことをさらに包含する、項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　エネルギー送達要素を上記アクセス装置の外側および気道の中において展開することお
よび活性化することをさらに包含する、項目１３に記載の方法。
（項目２１）
　上記エネルギー送達要素を後退させることと、上記視覚化要素によって確認されるよう
に、該エネルギー送達装置の上記遠位部分上に配置される第２の視覚指標を上記アクセス
装置の外側に配置することとをさらに包含する、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　上記アクセス装置に関連して、肺気道の中で上記所定の軸方向治療を提供するように、
展開すること、活性化すること、後退させること、および配置することのステップを繰り
返すことをさらに包含する、項目２１に記載の方法。
（項目２３）
　第１の視覚指標の視覚化によって、上記アクセス装置の中での上記エネルギー送達要素
の時期尚早の展開を防止することをさらに包含する、項目１３に記載の方法。
（項目２４）
　最後の視覚指標の視覚化によって、上記アクセス装置から所定の距離を越える上記エネ
ルギー送達要素の遠位の前進を防止することをさらに包含する、項目１３に記載の方法。
（項目２５）
　肺気道の中の解剖学的目印によって、上記１つの視覚指標の位置を調整することをさら
に包含する、項目１３に記載の方法。
（項目２６）
　視覚指標の配置によって、肺気道の長さを測定することをさらに包含する、項目１３に
記載の方法。
（項目２７）
　視覚指標の配置によって、上記エネルギー送達要素の深度を測定することをさらに包含
する、項目１３に記載の方法。
　肺の中等の組織領域を治療する際に、治療装置は、装置の誘導を容易にし、所定の軸方
向治療に従って、効果的かつ効率的に組織を治療するために、自身の外側表面に沿って、
複数のマーカ、リング、バンド、または他の視覚指標を有する細長シースまたはシャフト
を利用してもよい。所定の軸方向治療は、マーカ間隔によって決定されるように、または
所望に応じて、連続的であっても（隣接していても）、重複的であっても、断続的に間隔
を置いていても（ギャップがあっても）、またはそれらの組み合わせであってもよい。ま
た、視覚指標は、さらに後述されるように、治療装置の深度、組織の長さ、および／また
は治療の長さを測定するための機構として機能してもよい。
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